
 

周産期診療部 

 

研修プログラム 

周産期診療部は不妊診療科、不育診療科、母性内科、胎児診療科、産科、新生児科、婦人科

の 7つの専門診療科からなります。周産期に関連した各専門領域を中心とした研修プログラ

ムで、ジェネラリストコース（卒後 3年目から専門医取得前）とスペシャリストコース（専

門医取得者で専門医取得後 10 年未満）があります。現在、以下の 4つの研修プログラムがあ

ります。 

１．産科・胎児・不育科研修 

２．新生児科研修 

３．不妊科研修 

４．母性内科研修 

研修内容の観点から産科、胎児診療科、不育診療科は合同の１つの研修プログラムとして

いる。ジェネラリストコースは原則として 1. 産科・胎児・不育科研修のみですが、2.新生

児科研修 3.不妊科研修 4.母性内科研修においては、当センターの他の研修プログラムや他

施設の後期研修を補完する研修として短期間行う場合もあります。詳細は各診療科の項を参

照してください。またスペシャリストコースはすべての研修プログラムで行っています。 

当センター周産期診療部研修プログラムの特色は、各専門診療科の連携が良好で、他の専門

診療科の研修も受けやすいことです。 

 

１．産科・胎児・不育科研修 

ジェネラリストコース  

初期研修（２年）終了者を対象とした原則３年間の後期研修プログラム。産科（不育科）

および胎児診療科、新生児科を中心に周産期診療部各科の研修を行い、周産期医療全般につい

て研鑽を積む。３年間の産婦人科専攻医（後期研修）終了後、日本産科婦人科学会専門医認定

審査の申請資格を得ることが可能となる。 

スペシャリストコース 

 日本産科婦人科学会専門医を対象とした原則３年間の研修プログラム。産科（不育科）お

よび胎児診療科、新生児科を中心に周産期診療部各科の研修を行い、周産期医療に関わる高

度な医学知識と技能を取得する。ハイリスク周産期管理の専門医・指導者として活躍できる

人材を育成する。本研修により、日本周産期・新生児医学会周産期専門医（母体・胎児専門

医）の申請資格を得ることが可能となる。 

1－2 年の短期研修も事情に応じて考慮する（その場合は半分の期間を産科研修とし、残り

の期間を他の希望診療科をローテーションする） 

 

＜原則ローテーション＞  

産科・不育科 18ヶ月～ 

必 修 胎児診療科 6ヶ月 

新生児科 6ヶ月 

不妊科  

希望によりローテーション 産科麻酔 
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婦人科 

母性内科 

その他の診療科 

合  計 36ヶ月（3年） 

 

連絡先： 

国立成育医療センター周産期診療部長 左合 治彦（さごう はるひこ） 

Phone: 03-3416-0181（代表） Fax:   03-3416-2222 

E-mail: sagou-h@ncchd.go.jp 

 

２．新生児科研修 

研修期間は 6 カ月から 3 年で、希望者個別に研修期間の相談に応じます。 

＜原則ローテーション＞  

新生児科 最低 6-30ヶ月 必 修 

胎児診療科、産

科、母性内科のい

ずれか 

3ヶ月 2 年目以降

の研修期間

のうち 3ヶ

月 

第一専門診療部、

手術・集中治療

科、放射線科、遺

伝診療科などの

いずれか 

3ヶ月 2 年目以降

の研修期間

のうち 3ヶ

月 

合  計 6ヶ月から 36ヶ月（3年） 

 

連絡先： 

国立成育医療センター周産期診療部新生児科 医長 伊藤 裕司（いとう ゆうし） 

Phone: 03-3416-0181（代表）内線 7058 

Fax:   03-3416-222 

E-mail: itoh-yu@ncchd.go.jp 

 

 

３．不妊科研修 

不妊診療科レジデントコース（有給） 

1 年目 2 年目 3 年目 不妊指導医コース 

1 年   不妊研修コース 

 

不妊短期研修コース（無給） 

６ヶ月            不妊短期研修コー

ス 
３ヶ             

mailto:sagou-h@ncchd.go.jp
mailto:itoh-yu@ncchd.go.jp
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連絡先： 

国立成育医療センター不妊診療科 医長 齊藤 英和（さいとう ひでかず） 

Phone: 03-5494-7120 (Dial-in)、03-3416-0181（代表） 

Fax:   03-3416-222 

E-mail: saitou-hi@ncchd.go.jp 

 

mailto:saitou-hi@ncchd.go.jp
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不妊診療科 

 

概要 

国立成育医療センター不妊診療科は、平成１４年３月の開設より生殖医学の発進地となる

よう新たに作られた診療科です。不妊症患者の治療のみならず生殖医学全般を臨床的観点か

らダイナミックに追究しています。現在不妊診療科医長（齊藤英和）、医員（齊藤隆和）をは

じめ、不妊診療科レジデント、不妊診療科無給研究員（研究員希望のかたは直接齊藤のメー

ルアドレスまでご連絡ください）、不妊ラボ・サイエンティフィックディレクター（胚培養管

理士）1名・胚培養士 1名で不妊治療・研究を行っています。 

成育医療センター不妊診療科の特長としては、 

・通常の不妊症患者のみならず、当院不育診療科、婦人科、母性内科などと連係しながら他

施設では対応できない合併症のある不妊症例などの治療を行っております。 

・成育医療センター研究所の協力のもと、不妊症の病態解明のための臨床研究、基礎研究を

行っています。 

 

研修プログラム 

プログラムは大きく分けて 2 コース、A．生殖医療指導医の取得を目指すコース（原則 3

年）と B.短期研修コースで不妊医療を理解するための初心者コース（3－6ヶ月）と最近の不

妊知識学ぶ上級者コース（3－6ヶ月）があります。 

 

A. 生殖医療指導医コース 

対象は、一般の産婦人科業務や知識はすでに修得している産婦人科専門医または、来年ぐ

らいまでに産婦人科専門医の資格を取得できる方で、さらに不妊診療・研究の研修を志望し、

将来生殖医療指導医の資格を取得することを目指す医師です。研修期間は３年間を原則とし

て（研修の状況により延長することもあり）、この期間に、不妊症患者の診断・治療に必要な

専門知識、診療技能を得るための研修および不妊症の病因・病態の解明や治療法の開発を目

標とした研究活動を行います。このコース終了までには、日本生殖医学会が認定する、生殖

医療指導医の資格試験を受験するに値する条件が取得できるように研修を行ないます。 

 

不妊診療科で行っているカンファレンス等は以下のとおりです。 

新患カンファレンス：毎日外来終了後 

 来院された新患、および担当医がディスカッションを要すると判断した症例を提示し、以

降の治療方針を不妊診療科の全員で協議し、また情報を共有化します。 

不妊診療科総合カンファレンス：毎週金曜日 16 時から 

 術前、術後患者について毎回検討します。その他、外来や入院患者でディスカッションが

必要な症例を適宜提示します。 

抄読会 

抄読会：金曜日の検討会終了後：生殖医療にかかわる臨床・基礎論文 

周産期診療部 不妊診療科  Division of Reproductive Medicine 

(Sterility) 
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到達目標 

１年目  ：不妊診療科の治療の中心は外来診療にあるため、指導医とともに外来で症例を

診療します。不妊診療科初診患者の問診方法を習得し、不妊原因検索に必要な

検査方法の理解を深めます。最新のエビデンスに基づいた不妊原因の診断法、

原因別の治療法を修得します。1 年目後半までには、指導医の指導のもとに自

分で、一般不妊患者の治療計画が建てられるように研修します。 

２年目  ：外来での診療を中心としながら、不妊診療上必要な手術（腹腔鏡下手術、子宮

鏡下手術、卵管鏡など）を指導医とともに取り扱い、執刀できる技術を身につ

けます。また生殖補助医療を伴う不妊治療（体外受精や顕微授精など）の理解

を深め、具体的な治療方法を自ら治療計画をできるようにします。これらの診

療業務と並行して、不妊症の病態についてより深い知識を得るため、生殖医学

についての臨床研究に積極的に参加してもらいます。この時期には国内外での

学会発表を行える能力も見に付けます。  

３年目  ：外来での診療業務を担当します。２年間の研修で得た知識を活かし、自分自身

で考え、生殖補助医療や腹腔鏡下手術を用いて診療をすすめます。手術患者な

どの病棟診療では１年目２年目レジデントの指導も行います。生殖補助医療に

ついては不妊ラボ業務である顕微授精法た受精卵の凍結法などの技術を自ら自

習し習得します。診療業務と並行し、研究所と連携し生殖医学分野についてテ

ーマを与え、基礎的な研究も行います。この期間は国内外の学会発表はもちろ

ん、国際誌に英文論文を発表できるよう指導します。また、日本不妊学会不妊

治療指導医の取得に向けて準備も行ないます。 

 

また、３年間の研修終了後も不妊診療科の臨床や研究にたずさわりたい方には、

スーパーレジデントとして当院で更なる研修を受ける道もあります。また生殖

医学の基礎研究も積極的に行って外国留学に備える道もあります。 

 

研究面 

不妊治療には生殖医学の基礎知識が必要です。不妊の原因を基礎的なアプロ

ーチから、解明し不妊治療に役立てています。特に、配偶子の老化、子宮内膜

症、多嚢胞性卵巣症候群などは、配偶子の質に大きな影響を及ぼすため、この

原因解明・治療法の開発には、基礎的なアプローチが必要です。これらを行う

ための研究費としては、成育委託研究費、厚生労働省科学研究費、文部科学省

科学研究費があり、自らもこれらの研究費の申請を行うこともできます。 

 

B.短期研修コース 

このコースは、大きく分けて 2種類の方を対照に考えられています。 

a) 今まで、全く不妊治療に携わったことがなく、不妊治療、生殖医療とは、ど

ういう診療科であるのかを知り、今後、この診療科に進みたいか考えるために、

短期研修したい方。 

b) すでに、不妊治療を積極的に行っており、短期研修にて、最近の治療の考え

方を学びたい方。 

どちらの研修を希望する方も、３－６ヶ月の研修期間とし、研修希望内容に応

じて、フレキシブルに対応します。 
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周産期診療部 不育診療科   Division of Reproductive Medicine 

(Infertility) 
 

診療科概要 

国立成育医療センター周産期診療部不育診療科は本センター開設当初より設立された診療

科ですが、全国でも不育症に対して独立した科を開設し集中的に診療を行っている病院施設

は数尐ないと思われます。現在のところ、流産を来すメカニズム自体が一部を除いて不明で

あり不育症診療自体は発展途上の分野ですが、当センターでは妊娠が維持される仕組みを探

求していくと同時に、できるだけ最新の知見を取り入れて現段階で可能な限りの最善の治療

を行うことを目指しています。また当科では病院の特殊性から以下のような特長を有してい

ます。 

・ 周産期診療部に属しており、他科との連携により妊娠の成立から出産までを専門的にフ

ォローアップすることが可能です。 

・ 婦人科、不妊診療科、母性内科などと協力しながら診療を行っているため、合併症を有

する症例に対しても対応することが可能であり、症例数は豊富です。 

・ 不育診療ではこころのケアが重要になってくることも多いですが、当センターのこころ

の診療部と提携しながら精神面にも配慮した診療を行っています。 

・ 染色体異常などの遺伝的問題に関しては特にその取り扱いが重要ですが、遺伝診療科や

胎児診療科と協力しながら専門的な診療を行っています。 

 

研修コース 

１．ジェネラリストコース 

 周産期レジデント研修プログラムにおいて、産科・胎児・不育科研修の一部として不育診

療の研修を行うコース。不育症も診られる産科医養成に協力しています。 

２．スペシャリストコース 

  

 

研修プログラム 

不育診療科単独の研修プログラムは特にありませんので、産科・胎児・不育科研修プログ

ラムの枠内で不育診療に関して研修することになります。 

 

カンファレンス 

1)  胎児カンファレンス：月曜日 午後６－７時 

2）産科カンファレンス：水曜日 午後 5 時 30 分－６時 30 分 

3）抄読会：金曜日 朝 8 時－8 時 30 分 

4)  母体胎児サポートカンファレンス：金曜日 午後 1 時 30 分―2 時 

5）周産期カンファレンス：金曜日 午後５時 30 分－６時 30 分 
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周産期診療部 母性内科   Division of Women’s Health 

 

診療科概要 

母性内科は約２０数年前に大阪府立母子保健総合医療センターに開設されましたが、現在

でも全国で３つしかありません。当院の大きな柱でもある“母性医療”が女性を対象とした

リプロダクションに関する医療と定義するならば、母性内科はリプロダクションにおける内

科的医療を担う科ということになります。すなわち、慢性疾患を持つ女性の妊娠に関する内

科的管理（合併症妊娠）、妊娠糖尿病、妊娠中毒症などの妊娠合併症の内科的サポートです。

妊娠は負荷テスト・成人病の関所といわれるくらい、潜在している疾患体質が顕在化してき

ます。このようなチャンスを生かし、必要な女性に対しては産後も健康管理を行っています。 

当院の母性内科は周産期診療部に属しており、緊密な関係を持ちながらの診療を行ってい

ます。産科医希望だが内科の一般を研修したい場合、内科医であるがとくに母性内科に興味

を持って研修したい場合、それぞれ研修内容、到達目標は変わってくるものと思います。 

当院の特殊性から日本内科学会の教育病院、教育関連病院にはなっていませんが、現在の

当科常勤スタッフ３名はすべて内科専門医であり、一般内科医としての指導についても自信

を持っています。 

 

１．スペシャリストコース（内科医対象） 

採用条件 

 卒後３年以降で日本内科学会認定医を取得したもの、ないしは受験資格を有するもの 

到達目標 

妊娠中の母体の生理的な変化および、検体検査の変動を理解する。 

妊娠糖尿病、妊娠高血圧など、妊娠中に出現した疾患（妊娠合併症）の管理ができるように

なる。 

糖尿病、高血圧、甲状腺疾患、膠原病などの合併症妊娠の基本的管理ができるようになる。 

妊娠・授乳中の薬剤使用に関する安全性の評価方法を理解し、情報提供の手法を取得する。 

産後の生活指導を含めた健康管理の方法を取得する。 

研修期間 

３年 

学会専門医 

 

２．スペシャリストコース（産婦人科医対象） 

採用条件 

 １年以上、産科研修を経験したもの 

到達目標 

妊娠中の母体の生理的な変化および、検体検査の変動を理解する。 

妊娠糖尿病、妊娠高血圧など、妊娠中に出現した疾患（妊娠合併症）の管理ができるように

なる。 

糖尿病、高血圧、甲状腺疾患、膠原病などの合併症妊娠のうち、主なものについて妊娠許

可（認容）条件を理解し、指導者のもとで妊娠中の管理ができるようになる。 

妊娠・授乳中の薬剤使用に関する安全性の評価方法を理解する。 

研修期間 
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１年 

 

３．トレーナーコース 

 成育医療の現場で合併症妊娠、妊娠合併症管理の指導的立場になる医師を育てるコースで

す。 

採用条件 

 日本内科学会認定総合内科専門医、日本産科婦人科学会専門医のいずれかを取得したもの。 

到達目標 

妊娠糖尿病、妊娠高血圧など、妊娠中に出現した疾患（妊娠合併症）の管理、糖尿病、高

血圧、甲状腺疾患、膠原病などの合併症妊娠の管理方法について自分で判断し、行うことが

できるようになる。 

妊娠・授乳中の薬剤使用に関する安全性の情報提供、カウンセリングが可能となる。 

経験できる症例数 

合併症妊娠 300 例/年（ＳＬＥ，抗リン脂質抗体症候群、バセドウ病、橋本病、高血圧症など） 

妊娠合併症 300 例/年（妊娠糖尿病、妊娠高血圧症、偶発合併症） 

 

カンファランス 

金曜日 16 時～17 時 

 

研究テーマ 

妊娠・授乳と薬 

検体検査の妊娠各期における基準値の設定 

TSH レセプター抗体（バセドウ病）、抗 SS-A 抗体（膠原病）、抗リン脂質抗体など、自己抗

体保有妊婦の妊娠管理 

妊娠中、産褥期のワクチン接種の安全性と効果 

妊娠中に発見された生活習慣病の予兆を有効に利用し、健康的なエイジングへ導く 
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周産期診療部 胎児診療科   Division of Fetal Medicine 

 

診療科概要 

 胎児診療科は胎児医療を行う専門診療科で、国立成育医療センターの開設に伴い新たに設

けられました。胎児を母体に付属したものではなく、独立した個人として認め、「Fetus as a 

patient」として専門的に診療していくものです。診療の柱は「胎児診断」と「胎児治療」で

す。胎児疾患は年間約 250 例です。胎児治療は年間約 40 例で、「胎児鏡を用いた胎児手術」

に力を入れており、双胎間輸血症候群に対する胎盤血管レーザー凝固術など新しい胎児手術

に積極的に取り組んでおります。 

 当科の目的は、子宮内の胎児に対して最善の医療を提供することです。適切な方法で的確

な「胎児診断」を行い、産科、新生児科、小児外科、特殊診療部、放射線科、麻酔科・ICU、

循環器科、遺伝診療科など各専門診療科と連携・協力して「チーム医療」を行い、最善の出

生前の管理、出生後の管理・治療に繋げていくものです。また必要があれば積極的に「胎児

治療」（「胎児手術」）を行い、胎児の予後改善に努めます。 

 胎児診療科の研修は、「胎児診断」と「胎児治療」を総合的に研修し、胎児医療に携わる「胎

児の総合診療医」の養成を目指すものです。 

 

１．ジェネラリストコース 

対象は、卒後初期臨床研修終了後に胎児医療の研修を希望する医師で、周産期レジデント

研修プログラムにおいて、産科・胎児・不育科研修の一部として胎児医療の研修を行うコー

ス。 

＜研修期間＞ 

６ヶ月間。 

 

２．スペシャリストコース 

 対象は、日本産科婦人科学会専門医の資格を有する臨床経験のある産婦人科医で、胎児医

療の専門家を目指す医師の研修コースです。周産期レジデント研修プログラムの産科・胎児・

不育科研修の一部として行う。 

＜研修期間＞ 

6 ヶ月―1 年間。 

 

研修プログラム 

１．研修内容 

１）胎児診断 

超音波検査（スクリーニング）、MRI 

超音波検査（精査） 

羊水検査 

絨毛生検、臍帯穿刺 

２）胎児治療 

羊水吸引除去 

胎児採血・輸血 

胎児穿刺術（胸腔穿刺、膀胱穿刺、卵巣穿刺など） 
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胎児シャント術（胸腔・羊水腔シャント術、膀胱・羊水腔シャント術など） 

胎児手術（双胎間輸血症候群に対する胎児鏡下レーザー手術、無心体に対するラジ

オ波凝固術、など） 

上記研修内容を、病棟、胎児診療外来、超音波検査、手術を通して研修します。 

２．カンファレンス 

1)  胎児カンファレンス：月曜日 午後６－７時 

2）産科カンファレンス：水曜日 午後 5 時 30 分－６時 30 分 

3）抄読会：金曜日 朝 8 時－8 時 30 分 

4)  母体胎児サポートカンファレンス：金曜日 午後 1 時 30 分―2 時 

5）周産期カンファレンス：金曜日 午後５時 30 分－６時 30 分 1  

 

到達目標 

 胎児に対する基本的な考え方・取り組み方を身につける。各胎児疾患に対して幅広い知識

と経験を習得することにより、胎児医療に携わる際の基礎を確立する。 

１）ジェネラリストコース 

 胎児に対する基本的な考え方・取り組み方を身につける。胎児超音波検査（主にスクリー

ニング）、羊水検査を的確に行えるようにする。胎児疾患の知識を習得し、胎児医療に携わる

際の基礎を確立する。胎児疾患 50-100 例を経験する。また学会発表、できれば論文発表を

行う。 

２）スペシャリストコース 

 胎児異常例に対し、胎児超音波検査（主に精査）、羊水検査を的確に行い、正確な診断を下

すことができ、またジェネラリストコースのレジデントの指導ができる。胎児治療に参加し、

胎児治療の適応と選択、生後治療法の選択が的確に判断できる。終了者は地域の周産母子セ

ンターで胎児診療を担う人材となる。胎児疾患 100-200 例を経験する。また学会発表、論文

発表を行う。 
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周産期診療部 産科   Division of Obstetrics 

 

診療科概要 

周産期診療部産科はハイリスク妊娠を中心に診療を行っている。当センターの年間分娩数

は 1500～1600 でハイリスク妊娠を中心に診療を行っているため帝王切開率は 30～40％程度

となっている。何らかの合併症を有する症例は約 50％であり、研修を行うのには十分な症例

数が確保されている。分娩に際しては、産科医、助産師に加え必ず新生児科医（無痛分娩症

例は麻酔科も立会い）が立ち会うことでより安全な分娩を目指している。合併症妊娠、胎児

疾患等他の診療科との連携が必要な場合は症例ごとに最適な管理法を検討しチーム医療を行

っている。その中でレジデントは主治医としてスタッフとともに診療の中心的役割を担う。

周産期管理においては最先端の検査、治療を積極的に取り入れるとともに臨床研究を通じて

情報発信を行う。 

 

研修コース 

●ジェネラリストコース  

初期研修（２年）終了者を対象とした原則３年間の後期研修プログラム。産科および胎児

診療科、新生児科を中心に周産期診療部各科の研修を行い、周産期医療全般について研鑽を積

むことで一般周産期管理の習得を目指す。 

３年間の産婦人科専攻医（後期研修）終了後、日本産科婦人科学会専門医認定審査の申請資

格を得ることが可能となる。 

●スペシャリストコース 

 日本産科婦人科学会専門医を対象とした原則３年間の研修プログラム。産科および胎児診

療科、新生児科を中心に周産期診療部各科の研修を行い、周産期医療に関わる高度な医学知

識と技能を取得することで診療水準を高め、ハイリスク周産期管理を中心的立場で行うこと

ができる臨床能力の獲得を目指す。 

本研修により、日本周産期・新生児医学会周産期専門医（母体・胎児専門医）の申請資格

を得ることが可能となる。 

 

研修プログラム 

①  EBM に基づいた産科診療をスタッフの指導のもとに行う（主として入院患者の担当医と

して診療に従事する）。分娩・手術・診療については必ずスタッフの指導があり安全に研

修できる。 

②  関連他科へのローテーション（胎児診療科・新生児科・不育診療科・母性内科）を通

じ、より深い周産期管理の習得を目指す。 

③  経験した症例を中心に積極的に学会発表・論文作成を行う。 

④  各種カンファレンスを通じて他科との協力体制を築き、知識・管理を共有する。 

 （ 月：胎児カンファレンス 水：分娩カンファレンス 金：周産期カンファレンス） 

⑤  スタッフによるレクチャー、テーマごとの勉強会を随時行い、world standard な診療

の習得を行う。  

⑥  当直業務については 4～5 回/月を行うが、複数での当直のためレジデント単独で当直

を行うことはなく、当直業務中のハイリスク管理もスタッフとともに従事する。 
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カンファレンス 

1)  胎児カンファレンス：月曜日 午後６－７時 

2）産科カンファレンス：水曜日 午後 5 時 30 分－６時 30 分 

3）抄読会：金曜日 朝 8 時－8 時 30 分 

4)  母体胎児サポートカンファレンス：金曜日 午後 1 時 30 分―2 時 

5）周産期カンファレンス：金曜日 午後５時 30 分－６時 30 分 

 

到達目標 

正常の管理、分娩介助、会陰縫合 

胎児モニタリング（CTG）の読み方 

 異常分娩における急速遂娩法 

 帝王切開、他の産科手術における術者 

 超音波、MRI による胎児診断法 

 ハイリスク妊娠の管理 

 学会発表ならびに論文作成 
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周産期診療部 婦人科   Division of Gynecology 

 

診療科概要 

国立成育センター婦人科は、現在、藤井 絵里子 [医長]と医員の１名で対応している。 

周産期診療部に属しており、産科、胎児診療科、不妊診療科、不育診療科、母性内科と緊

密な連携の下にいわゆる産婦人科診療の一翼を担っている。このため研修にあたっては婦人

科のみならず周産期医学、生殖医学についても学習し、日本産科婦人科学会専門医を取得で

きるようなプログラムを選択できる。 

当科の特色としては、女性診療科としてのコンセプトの下、一般の婦人科診察・治療に加

え、特に以下のような点に重点をおいている。 

 

（a）小児・思春期婦人科 

  小児から思春期までを対象とした婦人科、いわゆる小児・思春期婦人科として各種疾患

の診断と治療を行っている。膣炎や月経に関連する受診が多いが、性の低年齢化にともな

い、外陰部形態異常、避妊法の指導、STD 治療・予防の教育などカウンセリング的な医療

にも対応している。 

また、先天異常などに対する診断・手術、小児悪性腫瘍治療後の卵巣機能・妊孕性精査

および治療を目的とする紹介受診も増加しつつある。 

（b）妊娠・出産に向けての診断・治療 

  当科では妊孕性温存に十分配慮して、子宮内膜症、子宮筋腫、卵巣腫瘍、初期子宮癌な

どの婦人科疾患の診断と治療を行っている。 子宮鏡下手術、腹腔鏡下手術、レーザー手

術および進歩しつつある各種の診断法・治療法を積極的に取り入れるよう心がけている。 

  妊娠中に発見された婦人科腫瘍、例えば子宮頸部初期癌や卵巣腫瘍などの治療は、癌の

進行度と胎児成熟を検討しながら、母児ともに良好な予後を得られるような治療を行って

いる。 

  また、生殖年齢の高齢化に伴い、婦人科疾患を有しながら挙児希望を持つ患者の割合は

今後ますます増加すると考えられ、婦人科女性診療と生殖医療、周産期医療の連携医療は

重要であり、これに対応できる医療に取り組んでいる。 

（c）メンタルヘルスケア 

  女性診療における愁訴の多くは、ホルモンバランスや月経周期により出現する種々の心

身症状である。女性の社会進出にともない、今後の婦人科女性診療においてはこれらの症

状の診療ニーズに対応することが重要である。 

  この分野の病態理論はいまだ明確に解明されておらず、臨床研究的な視点からも当セン

ター婦人科が担う使命は大きい。 

（e）女性の生涯医療のために－予防医学的啓蒙－ 

  生活の欧米化に伴って、生活習慣病の増加・低年齢化は次世代を担う「まだ見ぬ胎

児」にとっても重要な問題である。女性として健康な一生を送ることができるように、

若年から糖尿病・高脂血症・骨粗鬆症といった生活習慣病の予防や癌に対する検診指導を

行うことは重要である 

  ライフスタイル改善の指導、子宮癌検診や乳癌検診（マンモグラフィー）の実施、およ

び婦人科疾患の現況について若年者から閉経後の患者に至るまで、積極的に啓蒙している。 
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研修プログラムおよび到達目標 

 当科における研修対象者は、卒後初期臨床研修終了後に、女性診療に関する研修を志望す

る臨床研修３年目以降の医師である。特に、当科の診療内容は幅広い産婦人科領域の知識・

経験を必要とする症例が多いため、産科婦人科学会専門医を取得後の研修が有益である。研

修期間は原則として３年であり、この期間に婦人科女性医療に従事するために必要な専門知

識・技能・コミュニケーションの取り方などを学習指導するとともに、臨床研究や学会発表

などの活動にも参加してもらい、バランスのとれた医師育成を目指す。 

 

１年次前期： 

初期研修終了後、すぐには一般的な産婦人科診療を行うことは困難であると思われる。

特に、当センター婦人科では妊娠・分娩を視野に入れながらの診断・治療が要求される

ことが多く、一般産科知識・技能、妊娠および胎児の生理、さらには産科合併症・合併

症妊娠を理解することが必要となる。１年次前期は周産期診療部と連携して、妊娠・分

娩管理の基本的知識と技能などの習得に努める。 

１年次後期： 

日常診療で遭遇する一般的婦人科疾患に関して、診断・治療の知識と技能の取得に努め

る。また、婦人科診療に必要な検査法（腟鏡診、内診、経腟・経腹超音波、子宮鏡、 

  コルポスコープ＆バイオプシー、子宮卵管造影、マンモグラフィーなど）の習得と臨床

検査、画像診断に関しても研修する。 

２年次： 

婦人科外来診療における研修を中心に、一人である程度の診療が可能になるように研修

する。また、開腹手術、膣式手術、腹腔鏡手術、レーザー手術の術式を学び、指導医と

ともに手術に参加して基本手術技法を習得するとともに、術前・術後の管理についても

学習する。 

  婦人科診療では不妊・不育・生殖医療などと関連する病態も多く、この分野における基

礎的知識・技能を各科と協力・提携して修得する。また、女性医療に関する臨床研究に

も参加し、学会発表なども行えるように指導する。 

３年次： 

指導教官の指導・監督のもとで、婦人科外来診療業務・病棟業務に従事し、患者さんや

スタッフとのコミュニケーションの取り方や医療倫理に関しても実際に経験しながら研

修する。患者の診察・診断・治療方針に関して、自分自身で理論的・計画的な診療行為

が可能になることを目標とする。 

 

専門医取得後の研修希望者： 

 ３年間の研修期間中は当院婦人科の女性診療において、特に興味のある分野を中心に研

修するとともに、研究・論文発表にも積極的に取り組んでもらう。また、希望により他

科へのローテーションにより医療の視野を広げる研修を行う。 

 

週間予定 

モーニングラウンド：毎朝 ８時００分より 

臨床カンファレンス： 毎週金曜日 １６時より 

            不妊科・不育科と合同：症例・手術のカンファレンス 

            毎週金曜日 １７時より 

            周産期カンファレンス 
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 抄読会    

  婦人科抄読会：水曜日 午後 

  周産期診療部抄読会： 月曜日 朝８時より 

 

婦人科レジデント問い合わせ先 

藤井 絵里子 

国立成育医療センター  婦人科医長 

〒157-8535 東京都世田谷区大蔵 2-10-1 

e-mail: fujii-e@ncchd.go.jp 

mailto:fujii-e@ncchd.go.jp
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周産期診療部 新生児科   Division of Neonatology 

 

診療科概要 

 周産期診療部は、センターの診療体制の根幹をなす部の 1 つであり、そのなかで新生児科

は主に生後１ヶ月までの病的新生児と、正常新生児の診療を行っている。新生児のケアは周

産期診療部だけでなく多くの専門診療科と協力し患者、家族にとって最良の診療を提供し、

新生児とその家族が社会の重要な一員として成長できることを目指した診療を目指している。 

 当院新生児科の最大の特徴は診察、加療対象が早産児だけに限定することなく、早産児、

低出生児はもちろんのこと、正常新生児科から生直後の外科手術を必要とする新生児の蘇生、

搬送、術前評価と管理、術後の全身管理を行い、外科成績の改善にも新生児科医が積極的に

関与していることである。またすべての医師がＮＣＰＲ A－コ－スを履修後に新生児科研修

を行っている。 

 新生児科には、医長２名、スタッフ 6 名、レジデント数名が配置され、4 階にある NICU15

床、GCU25 床の新生児集中治療室に留まらず、産科新生児室や PICU に入院している全て

の新生児に関して何らかの形で新生児科医が関わっている。正常新生児に関しては、産科医

師と協力して全ての分娩に立会い、出生直後の新生児の診療を行っている。出生時に問題の

なかった新生児に関しても生後 24 時間以内と、退院時だけでなく、入院中も診察を行い、

正常児と思われる新生児の中から病児を早期に発見し、必要な診療を提供している。退院後

も総合診療部と連携して退院後の発育・発達のフォロ－アップを行っている。病的新生児で

は、胎児診断にて出生後新生児科入院となることが強く疑われる症例が多く、出生前から、

他科の医師と協力して、御両親に対して病気と出生後の治療についての説明を行ない、出生

直後から診断、治療を医療職と、ご両親とが一緒に取り組めるよう配慮している。 

患者、患者家族はもちろんのこと、他の医師、看護師、その他の医療職と互いに理解し、

支えあいながらチ－ム医療を実践でき、研修目的、研修目標を明確にできる方を歓迎いたし

ます。 

 

研修コース 

１．ジェネラリストコース・短期研修コース 

後期臨床研修医あるいは一般小児科医として最低限要求されるレベルの、正常新生児医

療・Intermediate Care・新生児集中治療の研修を行う。 

採用条件 

小児科での研修期間が 6 ヶ月以上終了している後期臨床研修医や、あるいは小児科専門医

取得前後のレベルの臨床経験を有する者。 

（当センター 総合診療部のレジデントの後期研修の一環として、この新生児科のコース

をローテーションしていただくことも可能。） 

到達目標 

一般小児科医としての最低限の新生児医療に関する診療能力を取得する。周産期診療部の

レジデントとして応募していただき、最低６ヶ月から３年の研修を行い、正常新生児管理・

新生児蘇生法の習得、病的新生児（早産低出生体重児を含む）の管理方法を取得することを

目標とする。 
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２．スペシャリストコース 

日本周産期・新生児医学会の周産期専門医（新生児）を取得するためのコース。 

採用条件 

卒後５年目以上で、小児科専門医を取得した方、またはそれに相当する臨床経験を有する

者。 

到達目標 

3 年以上の周産期医療現場での診療を行い、周産期専門医（新生児）として、知識と診療

能力を習得することを目標とする。最終的には、周産期専門医（新生児）に必須条件となっ

ている基幹施設（当センターは認定されている）での研修を行い、専門医研修に必要な症例

経験数と、診療能力、論文発表などの専門医試験の受験に必要な項目を習得することを目標

とする。本コース終了後は、周産期専門医（新生児）を取得し、周産期施設や大学病院など

での新生児医療に関する臨床や研究に進んでいただく。 

 

３．トレーナーコース 

 周産期専門医（新生児）指導医を取得するためのコース。 

採用条件 

周産期専門医（新生児）を取得した方、またはそれに相当する臨床経験を有する。 

到達目標 

周産期医療現場での診療および、若手医師の指導を行い、周産期専門医（新生児）指導医

として、診療能力・指導力を習得することを目標とする。最終的には、周産期専門医（新生

児）指導医の指導医資格試験の受験に必要な項目を習得することを目標とする。本コース終

了後は、周産期専門医（新生児）指導医を取得し、周産期施設や大学病院などでの新生児医

療に関する臨床・研究・教育・指導を行う道に進んでいただく。 

 

１年次 

 項目 

3 月-4 月 

新生児科 

病院システム、部門システム

研修 

日常業務に支障なく電子カルテが取り扱い可

能 

正常新生児の出生に伴う病態

とその管理法の習得  

分娩時における新生児への対応、NCPR「専門」

コース履修 

新生児挿管法の習得 

正常新生児の新生児早期の病

態とその管理方法の習得 

栄養法（哺乳・体重管理）の習得 

新生児の輸液管理 

新生児の黄疸の管理 

ハイリスク新生児の管理 ハイリスク新生児の分娩時における対応 

病的成熟新生児の病態の理解

とその管理法の習得 

成熟新生児の呼吸障害の診断治療法の習得 

TTN、MAS、PPHN、感染症 など 

先天性心疾患の病態の理解と診断治療法の習

得 

先天性消化管異常の病態の理解と診断治療法

の習得 

脳外科疾患の病態の理解と管理の習得 

重症黄疸の管理法の習得 
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低出生体重児の病態の理解と

管理方法の習得 

低出生体重児の輸液管理栄養管理法 

早産児呼吸障害の診断治療法の習得 

RDS、CLD、感染症 など 

早産児循環病態の理解と管理方法の習得 

極低出生体重児の病態の理解

と管理方法の習得 

低出生体重児の輸液管理栄養管理法 

早産児呼吸障害の診断治療法の習得 

早産児循環病態の理解と管理方法の習得 

救急新生児対応法の習得 院外で新生児を適切に評価、処置、搬送でき

る 

 

２年次(他科のローテーションの一例)) 

 項目 

4 月-9 月 

新生児科 

重症患者管理 重症新生児患者の管理、NCPR インストラク

タ－コ－ス履修 

10 月-12 月 

一例として

循環器科

（その他、

第一専門診

療部各科

や、放射線

科） 

  

  

小児循環器疾患の診断、治療 循環器疾患の病態理解と診察 

胸部レントゲンの読影と生理検査の理解 

心エコ－、カテ－テル検査 

胎児エコ－診断 

循環器外科への病児の申し送りと術式の決定

への情報提供 

1 月－3月 

産科、 

胎児診療科 

正常分娩の取り扱い 正常分娩管理 

分娩経過中のCTGによる胎児

監視 
reassurance/non-reassurance の判断 

妊娠 35 週以降のロ－リスク

例の帝王切開 
  

切迫流早産の管理   

産科超音波検査の基礎 児の体重推定、羊水量計測、BPS 計測、胎児臓

器のスクリ－ニング 

 

3 年次(他科のローテーションの一例)) 

 項目 

4 月－8月 

手術・集中

治療部 

産科麻酔、外科症例などの集

中治療 

小児、産科麻酔、PALS プロバイダ－コ－ス履

修 

外科症例、心疾患症例の術前、術後の管理 

9 月 

遺伝診療科 

遺伝診療科 遺伝性疾患の診断、親への情報の伝え方を習得

する 
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10 月－3月 

新生児科 

 

総合的な新生児科医として

の知識、技術を持ち、家族と

接することができる 

 

マタニティ－クラスで両親に新生児のことを

話せる 

プレネ－タルビジットを行える 

予後不良児の管理、親とのかかわりを持つこと

ができる 

退院後の児のフォローを行う。 

 

（1）地域医療機関との連携 

近隣地域および他の医療施設からの患者の搬送、受入を通して地域の周産期医療の支

援が行なえる。 

（2）医療および福祉関係社会資源の活用 

総合診療部、麻酔集中治療科、心の診療部、母性内科、院内ケースワーカー、保健福

祉事務所センターなどと協力して家族、患児が退院後も可能なかぎり日常生活を享受す

るよう適切に管理指導が行える。 

（3）国際的感覚 

母子保健・成育医療フェローシップ事業において海外留学事業、海外の学会、外国人

招へい事業を実施しているので積極的に参加する。カンボジアをはじめ海外医療協力も

積極的に行っている。 

（4）研究 

日常の臨床からの疑問、EBM の確立のために積極的に臨床研究をおこなうことがで

きる。日本小児科学会、日本新生児学会、日本未熟児新生児学会を始め研究会・学会で

の発表・論文投稿をおこなう。 

週間予定表 

 月 火 水 木 金 
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